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(57)【要約】
【課題】液漏れ検知機能を有する流量計測装置及び液体
処理システムを提供すること。
【解決手段】液体が流れる流路を形成する流路形成部材
と、この流路形成部材に設けられ流路内を流れる液体の
流量を計測する流量計測手段と、流量計測手段よりも下
流側に配置され前記流路を開閉する開閉手段と、流路が
閉状態のときの流量計測手段の検知結果に基づいて、流
路のうち流量計測手段による流量計測位置と開閉手段に
よる流路開閉位置との間の判定区間における液漏れを判
定する液漏れ判定手段と、を備えるようにする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体が流れる流路を形成する流路形成部材と、
　前記流路形成部材に接続され前記流路内を流れる液体の流量を計測する流量計測手段と
、
　前記流量計測手段よりも下流側に配置され前記流路を開閉する開閉手段と、
　前記流路が閉状態のときの前記流量計測手段の検知結果に基づいて、前記流路のうち前
記流量計測手段による流量計測位置と前記開閉手段による流路開閉位置との間の判定区間
における液漏れを判定する液漏れ判定手段とを備えたことを特徴とする流量計測装置。
【請求項２】
　前記判定区間には、流路内の液体に対して、或は流路内の液体を用いて所定の処理を行
う処理装置が設けられたことを特徴とする請求項１に記載の流量計測装置。
【請求項３】
　更に、前記液漏れ判定手段の検知結果に基づいて、前記判定区間で液漏れが発生したこ
とを外部に報知する報知手段を備えたことを特徴とする請求項１又は２に記載の流量計測
装置。
【請求項４】
　前記液漏れ判定手段は、前記流量計測手段が検知する流量の積算値が所定の閾値以上に
なった場合において、前記判定区間で液漏れが発生したことを検知することを特徴とする
請求項１乃至３のいずれか１項に記載の流量計測装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の流量計測装置を所定の配管経路に設置したこと
を特徴とする流体処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液漏れ検知を行える流量計測装置及び流体処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、流量計測装置は、例えば、半導体製造装置を始め流体を使用する各種の装置
に装着されている。近年の装置の高度化に伴い、一つの装置に使用される流量計測装置も
多機能化が進んでいる。例えば、流体の流量だけでなく、温度を計測する機能も備えた複
合型の計測器が提案されている（特許文献１参照）。この様な多機能化は、装置の小型化
やコストダウンに貢献すると共に、装置内の配線作業を減らし装置の製造をしやすくする
ことにも役立っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－６４０５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、液漏れ検知機能を有する流量計測装置及び液体処理システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の流量計測装置は、液体が流れる流路を形成する流路形成部材と、前記流路形成
部材に設けられ前記流路内を流れる液体の流量を計測する流量計測手段と、前記流量計測
手段よりも下流側に配置され前記流路を開閉する開閉手段と、前記流路が閉状態のときの
前記流量計測手段の検知結果に基づいて、前記流路のうち前記流量計測手段による流量計
測位置と前記開閉手段による流路開閉位置との間の判定区間における液漏れを判定する液
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漏れ判定手段と、を備えたことを特徴とする。
　かかる本発明の態様によれば、流路を閉じた後の流量検知結果に基づいて、液漏れ検知
を行うことができる。
【０００６】
　また、上記本発明では、前記判定区間には、流路内の液体に対して、或は流路内の液体
を用いて所定の処理を行う処理装置が設けられたことを特徴としてもよい。
　かかる本発明の態様によれば、処理装置に供給する液量を管理できる。
【０００７】
　また、上記本発明では、更に、前記液漏れ判定手段の検知結果に基づいて、前記判定区
間で液漏れが発生したことを外部に報知する報知手段を備えたことを特徴としてもよい。
　かかる本発明の態様によれば、液漏れ発生の事象を関係者に直ぐに知らせることができ
る。
【０００８】
　また、上記本発明では、前記液漏れ判定手段は、前記流量計測手段が検知する流量の積
算値が所定の閾値以上になった場合において、前記判定区間で液漏れが発生したことを検
知することを特徴としてもよい。
　かかる本発明の態様によれば、例えば、所定の閾値を設定することにより、液漏れ判定
をその程度やレベル分けによって実施できる。
【０００９】
　なお、本発明は、上述した流量計測装置を所定の配管経路に設置した流体処理システム
についても広く適用できる。
　かかる本発明によれば、流体処理を行う過程において、液漏れ判定しながら流量計測が
行えるため、流体処理の管理負荷を低減できる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、液漏れ検知機能を有する流量計測装置及び液体処理システムを実現で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係る流量計測装置を流体処理のための配管に適用した液体
処理システムを示す概略構成図。
【図２】図１の流量計測装置における開閉バルブの概略を示す要部拡大図。
【図３】図１の流量計測装置における流量検知構造の概略を示す要部拡大図。
【図４】図１の流量計測装置における液漏れ検知手順を示すフローチャート図。
【図５】図１の流量計測装置における、液漏れ検知にかかわる部分の一構成例を示す機能
ブロック図。
【図６】本発明の他の実施形態に係る流体処理システムを示す概略構成図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して、本発明を実施の形態に基づいて詳細に説明する。
　図１には本発明の一実施形態に係る流量計測装置及び流体処理システムの概略構成図を
示すと共に、図１の流量計測装置の要部として、図２には開閉バルブの概略構成図を示し
、図３には流量検知構造流路の概略構成図を示す。
【００１３】
　図示するように、本実施形態の流体処理システム１００は、流体が流れる流路１を形成
する一対の流路形成部材１０と、これら流路形成部材１０の間に連結された液体処理装置
２０と、この流体処理装置２０の前後で流量計測する流量計測装置３０とを備える。
【００１４】
　ここで、液体処理装置２０は、例えば、本実施形態では、液体を加熱する装置であるが
、他の処理を行う装置でもよい。なお、このような液体処理装置２０は、流路形成部材１
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０に設けなくてもよく、その場合は、流路監視システムとなる。
【００１５】
　また、流路形成部材１０は、例えば、円筒状の配管（パイプ）から構成され、液体処理
装置２０の上流側にてフランジを有する接続部材１１により連結されて液体処理装置２０
内に液体を供給する第１配管１０ａと、液体処理装置２０の下流側にて処理後の液体を下
流側に流すためにフランジ１１を有する接続部材１１によって連結され液体処理装置２０
から排出される液体を受ける第２配管１０ｂと、を有する。
【００１６】
　さらに、流量計測装置３０は、例えば、本実施形態では、液体処理装置２０の上流側に
おいて流路１内を流れる液体の流量を計測するために設けられた流量検知構造部３１０と
、液体処理装置２０の下流側において流路を開閉する流路開閉部となる開閉バルブ３２０
と、流量検知構造部３１０の信号３１０ａ及び開閉バルブ３２０からの信号３２０ａを受
けて流量計測と液漏れ判断を行う流量計測装置本体３３０とを有する。
【００１７】
　ここで、流量検知構造部３１０は、図１及び図３に示すように、第１配管１０ａに接続
される筒状の連結配管３１１と、この連結配管３１１内の流路１において流体の流れを受
けて回転する磁石３１２ａ付のスクリュー３１２と、このスクリュー３１２を回転可能に
保持する軸受部３１３と、連結配管３１１の側面に設けられ流路形成部材１０の外側から
スクリュー３１２の回転に伴う磁界変化を検出する磁気センサ３１４とを有する。磁気セ
ンサ３１４は、スクリュー３１２の回転に伴って発生する磁気変化を検出しその磁気変化
の検出結果から流量を算出することが出来る。このため、３１０は流量の計測センサとし
て機能する。
【００１８】
　一方、開閉バルブ３２０は、第２配管１０ｂに接続される筒状の連結配管３２１と、こ
の連結配管１０ｂ内の流路で回動する円板状のディスク部材３２２と、ディスク部材３２
２を回転可能に保持する軸部３２３と、ディスク部材３２２を回動させる手動レバー３２
４とを有し、連結配管３２１の外側に配置された手動レバー３２４によって流路１内のデ
ィスク部材３２２を回転させ、連結配管３２１の外側から流路１を開閉する構造を有する
。
【００１９】
　なお、手動レバー３２４は、ナット３２５によって軸部３２３に固定され、手動レバー
３２４と連結配管３２１との係合部は、液漏れを防ぐためにシール部材３２６を介して回
動自在に設けられ、その部分を更に封止部材３２７で塞いでいる。
【００２０】
　例えば、本実施形態では、手動レバー３２４の向きを流路１内の液流れ方向に対して略
平行に向けるとディスク部材３２２が流路１を開き、流路１内の液流れが開放される。一
方、手動レバー３２４を流路１の液流れ方向と略直交する方向にすると、ディスク部材３
２２が回転して流路１の液流れが遮断される。このディスク部材３２２の外周にはシール
部材３２２ａが固定されており、ディスク部材３２２と連結配管３２１との間を封止する
。なお、本実施形態では、手動作業で流路１を開閉するようにしたが、例えば、自動でデ
ィスク部材３２２を回動させて流路１の開閉を行うようにしてもよい。
【００２１】
　ここで、このような開閉バルブ３２０には、手動レバー３２４の下端面に磁石３２４ａ
が固定され、その磁石３２４ａに対向する連結配管３２１の上端面には磁気センサ３２８
が配置される。すなわち、手動レバー３２４を回動させて磁石３２４ａと磁気センサ３２
８とが対向する位置（すなわち、流路１の全開位置）を検知できるようになっている。つ
まり、この磁気センサ３２８は、開閉バルブ３２０の開閉検知の手段となり、開閉バルブ
３２０が閉状態である旨の信号３２０ａを流量計測装置本体３３０に通知する。
【００２２】
　そして、本実施形態の流体処理システム１００では、開閉バルブ３２０が開状態となり
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、流体が流路１内を流れると磁石３１２ａと共にスクリュー３１２が回転し、磁気センサ
３１４によってスクリュー３１２の回転数情報（信号）を流量計測装置本体３３０に送信
する。
【００２３】
　これにより、流量計測装置本体３３０では、開閉バルブ３２０から磁気センサ３１４の
信号を受けて、開閉バルブ３２０（ディスク３２２）が開状態から閉状態になったと判断
すると、その閉状態において、流量検知構造部３１０の磁気センサ３１４から受信した信
号３１０ａの処理によって液漏れを検知し、警報信号３３０ａを所定の宛先に出力する。
【００２４】
　ここで、図５には、本実施形態の流量計測装置における液漏れ検知を行う流量計測装置
本体の機能ブロック図を示す。図５に示すように、流量計測装置本体３３０は、磁気セン
サ３１４からセンサ出力信号３１０ａがパルス周期計測手段３３０１に入力されると、パ
ルス周期計測手段３３０１が流路１内に流れている液体の流量を計測する。例えば、液漏
れが生じていない場合には、ＣＰＵ３３０２は表示器３３０４を通じて流量値を表示する
。本実施形態では表示器３３０４を設けて表示するようにしたが、流量値を所定の宛先に
通知するような仕組みとしてもよい。
【００２５】
　ここで、液漏れが生じているか否かは、ＣＰＵ３３０２が判断する。例えば、磁気セン
サ３２８から開閉バルブ３２０が閉状態であることを示すセンサ出力信号（閉信号）３２
０ａがＣＰＵ３３０２に入力後、パルス周期計測手段３３０１が計測する流量が所定の期
間内で閾値を超えていると判断した場合、液漏れが発生していると判断する。
【００２６】
　すなわち、ＣＰＵ３３０２は、磁気センサ３２８からのセンサ出力信号（閉信号）３２
０ａを受信するまで液漏れ判定せずに流量値を表示器３３０４に表示し、センサ出力信号
（閉信号）３２０ａを受信すると液漏れ検知を開始する。そして、液漏れ検知の結果、流
量が閾値を超えると、異常信号３３０ａの出力を行う。このとき、表示器３３０４には、
液漏れ検知開始後の流量を表示するようにしてもよいし、異常判断した後は、異常である
ことを表示するようにしてもよい。このように、ＣＰＵ３３０２は、液漏れを判断し、閾
値を超えると警報信号３３０ａを出力することから、液漏れ検知手段だけでなく警報を行
う報知手段としての役割も有する。
【００２７】
　なお、液漏れ検知の閾値は、後述するが、ユーザによる設定値としてもよいし、１つの
閾値でもよいし、複数の異なる閾値を設定し、その閾値毎に異なる警報信号３３０ａを出
力してもよい。また、液漏れ検知の閾値は、図５に示す不揮発性メモリ３３０３に予め記
憶されており、ＣＰＵ３３０２は、センサ出力信号（閉信号）３２０ａを受信したら不揮
発性メモリ３３０３から閾値（センサ出力信号３２０ａを受信する前にユーザにより更新
されていれば最新の閾値）を読出し、液漏れ検知を行う。
【００２８】
　以上説明したように、流量計測装置本体３３０の制御部３３０２が、流量検知構造部３
１０と開閉バルブ３２０との間の区間（判定区間）における液漏れ検知手段としての機能
を果たす。つまり、本実施形態の流量計測装置本体３３０では、開閉バルブ３２０の状態
にかかわらず流量計測を行うが、開閉バルブ３２０が閉状態のときは液漏れ検知を併せて
行い、液漏れの場合は警報を発する。なお、上記警報の形式は、例えば、電気信号、音、
光、機械的振動、あるいはこれらの組み合わせが可能である。
【００２９】
　ここで、図４及び図５を参照し、液漏れ検知における判断ステップの一実施例について
具体的に説明する。
　まず、ステップＳ４０１において、ユーザによって初期設定がなされると、その初期設
定は不揮発性メモリ３３０３に記憶される。ユーザによる初期設定がなされなかった場合
は、不揮発性メモリ３３０３に記憶されていた設定情報に従って装置の設定が行われる。
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次に、ステップＳ４０２において、流量計測が行われる。そして、ステップＳ４０２で開
始された流量計測中において、開閉バルブ３２０が閉じているか否かを確認する（ステッ
プＳ４０３）。具体的には、開閉バルブ３２０に付随する磁気センサ３２８から開閉バル
ブ３２０が閉状態であることを示すセンサ出力信号（閉信号）３２０ａがＣＰＵ３３０２
に入力されたか否かを確認する。ステップＳ４０３においてＮＯの場合（開閉バルブ３２
０が開状態の場合）には、計測した流量を表示器３３０４に表示し、再びステップＳ４０
２に戻る。一方、ステップＳ４０３においてＹＥＳの場合（開閉バルブ３２０が閉状態の
場合）には、計測した流量が閾値を超えているかを判定する（ステップＳ４０５）。ステ
ップＳ４０５において計測した流量が閾値を超えていない場合（ＮＯの場合）には、その
流量を表示器３３０４に表示し、再びステップＳ４０２の流量計測に戻る。これに対し、
ステップＳ４０５において計測した流量が閾値を超えたと判定した場合（ＹＥＳの場合）
には、予め設定された方法で警報出力を実施する（ステップＳ４０６）。これにより、液
漏れを早期に確認することが可能となる。液漏れしたと判断するための閾値は、ステップ
Ｓ４０１にてユーザが予め設定した値を使うが、その場合、閾値を複数設けて、液漏れの
程度を複数のランクに分けて検知できるようにしてもよい。
【００３０】
　なお、ステップＳ４０６においては、流路に設置した開閉バルブが閉まっている状態で
、開閉バルブ３０２よりも上流側に設置された磁気センサ（あるいは、スクリュー回転に
より流量を直接検知する流量センサでも可）３１４が発する信号が一定以上の流量を示し
たときに、磁気センサ３１４よりも下流側で装置の故障が発生し、流体が漏洩していると
判断し、警報信号３３０ａとして、どこの区間でどの程度液漏れが発生しているかの情報
を含めて警報を発するようにしてもよい。これにより、液漏れが発生した流路区間の上流
側で、液漏れがない別の流路区間に切り替えたり、あるいは現場に急行して液漏れ区間を
重点的に確認したりして、早期の対応を実施できる。
【００３１】
　また、本発明では、流路に設置した開閉バルブが閉まっている状態で、バルブよりも上
流側に設置された磁気センサが発する信号を使って計算した流体の積算流量（累積流量値
）が所定の値以上になったら、流量センサよりも下流側で装置の故障が発生して、流体が
漏洩していると判断し警報を発するようにしてもよい。例えば、流量計測装置本体は、デ
ィスク部材が流路を閉じている状態で、信号が検知した流体の流量が、予め設定した閾値
よりも大きい場合、流路から流体が漏洩していると判断し、外部に対し警報信号を発する
。
【００３２】
　以上説明したように、本実施形態の流体処理システムによれば、流量計測を行いつつ簡
単な構成で液漏れ検知ができ、異常がある場合には直ぐに外部（例えば、管理者等）に通
知できるため、その後の対応を直ぐに行うことができる。また、流量検知と開閉バルブの
開閉検知とを組み合わせて液漏れ検知するので、大掛かりな構成が不要になり、流量計測
と共に低コストで液漏れ検知を実現できる。
【００３３】
　＜他の実施形態＞
　以上、本発明を一実施形態に基づいて説明したが、本発明は上述した一実施形態に限定
されるものではない。
　例えば、上述した一実施形態では、流路内の液流れの情報に基づいて漏洩検知するよう
にしたが、本発明は勿論これに限定されず、例えば、図６（ａ）及び図６（ｂ）に示すよ
うに、流路から漏れた液体を検知する液漏れ検知装置４０を組み合わせてもよい。例えば
、図６（ａ）及び図６（ｂ）に示すように、流路の配管に沿わせて２つの検知用導体４１
，４２を敷設した構造を適用してもよい。
【００３４】
　この構成では、流体の漏出が例えば配管の接続部分において発生すると、漏洩した流体
が連結部材４３で連結された流体漏洩の検知用導体４１，４２の間の電気抵抗を低下させ
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る。この電気抵抗の変化を、検知装置４０で検出することにより、流路からの流体の漏洩
を検出することができる。このような構造では、検知電極の腐食を防ぐ為に耐蝕性を持っ
た素材の電極を使用できる。流量を使った液体の漏出を検知する仕組みと、実際に漏洩し
たことを検知する構造とを組み合わせて、より正確な漏洩検知を実現できる。
【００３５】
　なお、本発明による流量計測装置で漏洩検知を行うにあたって流路内で液体処理を伴う
場合には、流体の流れの上流側に流量センサを配置し、流れの下流側にバルブを配置する
必要がある。これを逆にすると、上流側で流路を閉じても内部に流体が残っており、流路
内の流体が処理装置によって移動すると流量が変化してしまう可能性があり、望ましくな
い。
【符号の説明】
【００３６】
　１０　　流路形成部材
　２０　　液体処理装置
　３０　　流量計測装置
　１００　液体処理システム
　３１０　流量検知構造
　３２０　開閉バルブ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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